
　ごみに出すときは、左のマー
ク（プラマーク）が付いている
プラスチック製容器包装だけを
まとめて、透明または半透明の
袋に入れましょう。

ペットボトルの分別の仕方

　ペットボトルは再利用されます。中を洗い、
できるだけ乾かしてから捨てましょう。

2 容器の中を洗う

　ペットボトルから「キャップ」と「ラベル」
を外します。

1 キャップとラベルを外す 　①ペットボトルだけと②外したラベルと
キャップ（プラスチック製容器包装）の２種
類に分けてごみに出しましょう。

3 分別してごみを出す

こんなごみが増えています

　キャップを付けたま
ま捨てられているペッ
トボトルのごみが増え
ています。容器ラベル
に付いているマークを
確認し、キャップとラ
ベルを分別して資源ご
みに出しましょう。

①① ②②

プラスチック製容器包装の分別の仕方

　中身が入ったまま「資
源ごみ」として捨てて
いるごみが増えてきて
います。中が洗えない
ものや汚れているもの
は、燃えるごみに出し
ましょう。

【該当する例】
　卵パック、豆腐パック、プリンなどの容器、野
菜が入っている袋、果物パック、レジ袋、果物ネッ
ト、味噌容器など。
【燃えるごみにするもの】
　練りからしやマヨネーズ、ケチャップなどの
中が洗えないもの、油やシャンプーなど液が残
りやすいものは、燃えるごみに出してください。

こんなごみが増えています

　資源ごみは、そのまま捨てるとごみになり、きれいな状態で捨てると
新たな資源に生まれ変わります。一人ひとりのちょっとした意識と行動
で、ごみの少ないまちを目指しましょう！
問農林環境エネルギー課☎66-2111内線141、143

資源
ごみ

ごみの分け方・出し方ごみの分け方・出し方
あなたが捨てたのは…
ごみ？それとも資源？ 　
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交通災害の程度 共済見舞金額

死　　　亡 1,100,0001,100,000円円

　自動車損害賠償保障法施行令に　自動車損害賠償保障法施行令に
おけるおける第１級、第２級の後遺障害第１級、第２級の後遺障害
または身体障害福祉法施行規則にまたは身体障害福祉法施行規則に
おけるおける１級の身体障害１級の身体障害

1,100,0001,100,000円円

傷　害
入　　　院 １日につき１日につき2,0002,000円円

通　　　院 １日につき１日につき1,0001,000円円
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し
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う

町では、快適な暮らしと自然にやさしい生活を
送っていただくため、トイレなどを改修し水洗化
する世帯に補助金を交付しています。
　補助金は「農業集落排水施設」または「町整備
型浄化槽」に接続する排水設備工事の一部に対し
て、次のとおりくずまき商品券で補助します。
【補助（商品券）の金額】
▷工事費の１/２（37万５千円を限度）
▷町民税非課税世帯のうち65歳以上の世帯、障
がい者世帯またはひとり親世帯は工事費の２/３
（50万円を限度）
【補助金の手続き】
　工事をする10日前までに申請書類を提出する
必要があります。
【その他】
　新築する住宅は対象になりません。なお、融資
制度もありますので、併せてご相談ください。
問建設水道課水道係☎66-2111内線246､ 248

こんなお悩みありませんか？
■トイレ、台所の排水の臭いが気になる
■くみ取りする時の臭いが気になる
■足腰が痛くて、しゃがむのがつらい…
■トイレ掃除が楽にならないかなぁ
■お尻に優しい温水洗浄便座にしたいなぁ

葛巻町では
約57.5㌫の世帯が
水洗化をしているよ

トイレを水洗化しませんか？
快適な暮らしのために…
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